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１ 合併の方式

安芸郡倉橋町を廃し，その区域を呉市に編入する編入合併とする。

２ 合併の期日

合併の期日は，平成１７年３月２０日とする。

３ 財産及び公の施設の取扱い

(1) 倉橋町の財産及び公の施設は，すべて呉市に引き継ぐものとする。

(2) 財産区の財産は財産区財産として，呉市に引き継ぐものとする。

４ 議会の議員の定数及び任期の取扱い

議会の議員については，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第

６号。以下「合併特例法」という ）第６条第２項及び第３項の規定により，呉。

市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り，倉橋町の区域により選挙区を

設けるものとし，当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は，１人とす

る。

５ 農業委員会の取扱い

(1) 倉橋町農業委員会は，呉市農業委員会に統合する。

(2) 合併特例法第８条第１項の規定により，倉橋町農業委員会の選挙による委員

のうち７人に限り，呉市農業委員会の委員の残任期間，引き続き呉市農業委員

会の選挙による委員として在任する。

６ 地方税の取扱い

地方税は，呉市の制度に統一する。ただし，法人市民税法人税割については，

合併特例法第１０条第１項の規定により，合併が行われた日の属する年度及びこ

れに続く５年度は不均一課税を実施する。

７ 一般職の職員の身分の取扱い

(1) 倉橋町の一般職の職員は，すべて呉市の職員として引き継ぐものとする。

(2) 職員の任免，給与その他身分の取扱いについては，呉市の職員と不均衡が生

じないよう公正に取り扱うものとする。

８ 特別職の身分の取扱い

， 。倉橋町の特別職の身分の取扱いについては 両市町の長が別に協議して定める

９ 行政組織機構の取扱い

(1) 倉橋町役場は，支所とする。ただし，組織については，住民生活に急激な変

化を来すことのないよう配慮し，段階的に再編，見直しを図る。

(2) 倉橋町に置かれている附属機関は廃止するが，合併後の附属機関の在り方に
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ついては，必要により適切な措置を行うものとする。

10 一部事務組合等の取扱い

倉橋町が加入している一部事務組合等については，合併の日の前日をもって脱

退する。ただし，江能広域事務組合及び音戸町倉橋町広域行政組合については，

関係自治体の合併の動向に配慮しながら，その取扱いを決定するものとする。

また，江能倉橋島地域振興協議会については，今後の合併の状況を考慮しなが

ら，整備施設等の取扱いについて関係自治体と協議するものとする。

11 使用料・手数料等の取扱い

(1) 使用料は，呉市の制度に統一するものとする。ただし，倉橋町のコミュニテ

ィ関係，保健・福祉関係及び文化・スポーツ関係等の施設使用料については，

現行のとおりとする。

(2) 手数料は，呉市の制度に統一するものとする。

12 公共的団体等の取扱い

公共的団体等については，合併後一元化することが望ましいものもあることか

ら，それぞれの実情を尊重しながら，次のとおり調整を図るものとする。

(1) 両市町に共通している団体は，合併時に統合するよう調整に努める。

(2) 独自の目的を持った団体は，自主的な判断にゆだねる。

(3) 統合に時間を要する団体は，将来統合するよう調整に努める。

13 各種団体への補助金・交付金等の取扱い

各種団体等に交付している補助金等については，合併後統一を図ることが望ま

しいものもあることから，過去の経緯や実情に配慮した上で，新市において検討

することとし，当面，次のとおり調整を図るものとする。

(1) 両市町における同一又は同種の補助金等については，合併時に統合するよう

調整に努める。

(2) 倉橋町独自の補助金等については，従来の実績を尊重し，市域全体の均衡を

保つよう調整に努める。

14 町字名の取扱い

倉橋町の町字名については，倉橋町の意向を尊重し，決定する。

15 慣行の取扱い

慣行の取扱いについては，原則として呉市の制度に統一するものとする。

16 各種事務事業の取扱い

16- 1 福祉制度の取扱い
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(1) 原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，倉橋町が実施して

いる制度で住民サービスにつながるものについては，合併までに調整し，制

度の統一を図っていくものとする。

(2) 保育料は，呉市の基準に統一するものとする。

16- 2 介護保険事業の取扱い

(1) 原則として呉市の制度に統一するものとする。ただし，倉橋町地域の介護

保険サービスの充実に努めるものとする。

(2) 介護保険料は，呉市の基準に統一するものとする。

16- 3 国民健康保険事業の取扱い

(1) 原則として呉市の制度に統一するものとする。

(2) 国民健康保険料は，呉市の基準に統一するものとする。

16- 4 保健・医療制度の取扱い

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，倉橋町が実施して

いる制度で住民サービスにつながるものについては，合併までに調整し，制

度の統一を図っていくものとする。

16- 5 環境事業の取扱い

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，倉橋町地域で実施

（ 。） ，しているごみ・し尿の収集・処理事業及び体制 料金を含む については

当分の間，現行のとおりとする。

16- 6 商工業・観光の振興

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，個別事業・制度等

については，倉橋町地域の商工業や観光事業の推進が図られるよう，協議・

調整を行うものとする。

16- 7 農林水産業の振興

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，個別事業・制度等

については，倉橋町地域の農林水産事業の推進が図られるよう，協議・調整

を行うものとする。

16- 8 まちづくり建設事業

(1) 原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，個別事業・制度等

については，倉橋町地域のまちづくり事業の推進が図られるよう，協議・調

整を行うものとする。

(2) 町道，公園，住宅，港湾施設等は，現行のとおり呉市が引き継ぎ，維持管

理・整備に努めるものとする。
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16- 9 教育・文化・スポーツの振興

(1) 原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，個別事業・制度等

については，倉橋町地域の学校教育・社会教育，文化・スポーツ振興事業の

推進が図られるよう，協議・調整を行うものとする。

(2) 学校教育施設，文化・スポーツ施設等は，現行のとおり呉市が引き継ぎ，

維持管理・整備に努めるものとする。

16-10 人権行政の取扱い

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，個別事業・制度等

については，倉橋町地域の人権政策・啓発事業の推進が図られるよう，協議

・調整を行うものとする。

16-11 コミュニティの振興等

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし，個別事業・制度等

については，倉橋町地域のコミュニティ活動事業等の推進が図られるよう，

協議・調整を行うものとする。

16-12 水道事業の取扱い

(1) 倉橋町の水道事業は，現行のとおり呉市が引き継ぐものとする。

(2) 水道料金は，呉市の基準に統一するものとする。

16-13 下水道事業の取扱い

(1) 倉橋町の下水道事業及び漁業集落排水事業は，現行のとおり呉市が引き継

ぎ，整備を図っていくものとする。

(2) 下水道使用料及び漁業集落排水使用料は，呉市の基準に統一するものとす

る。

(3) 下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付制度については，呉市

の制度に統一するものとする。ただし，本浦地区の特定環境保全公共下水道

事業分担金については，現行のとおりとする。

(4) 漁業集落排水事業分担金は，当面現行のとおりとし，３年をめどに制度の

統一を図るものとする。

16-14 消防・防災体制整備

， ， （ ）(1) 倉橋町地域の消防 救急・救助等については 呉市消防本部 呉市消防局

が所管するものとする。

(2) 倉橋町の消防団は，全団員を呉市の消防団組織に統合し，再編整備してい

くものとする。

16-15 独自事業の取扱い

(1) 生活バスの運行については，現行路線の維持継続を基本方針とする。ただ
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し，呉地域全体の生活バス路線の再編について，引き続き検討していくもの

とする。

(2) 財団法人倉橋まちづくり公社に対し管理運営業務を委託している施設につ

いては，事業内容を精査した上で，合併後も引き続き同公社に委託する方向

で調整していくものとする。

17 新市建設計画

合併後の建設計画は，別添の「呉市・倉橋町合併建設計画（まちづくりビジョ

ン 」に定めるところによるものとする。）


